
№

分担していますが、差し支えありません。

質 問 事 項 回 答 事 項

１

２

１施設の電気料金のお支払いを複数で分担
して支払いされることはございますか。
また、弊社では１施設につき１つの請求書
のみ発行のため、複数施設への分担した請
求書の発行できませんがよろしいでしょう
か。

契約書（案）第１２条に該当する場合、協
議可能です。

みなし小売電気事業者が料金改定をした場
合、契約単価変更の協議をご対応頂けます
でしょうか。

仕 様 書 等 に 関 す る 質 問 及 び 回 答

担当（回答）課 教育委員会　和歌山市立和歌山高等学校

入札番号 電－７ 件 名 和歌山市立和歌山高等学校で使用する電力の調達


